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第１回太子町保健福祉審議会議事録 
 

 

 開催日時  平成２３年１２月１日（木）１３：３０～１５：００ 

 

 開催場所  役場庁舎第２会議室（２階） 

 

 協議事項  「老人福祉計画（第６次）・第５期介護保険事業計画」について 

 

 出席委員 久保田文章委員 龍田孝夫委員 福田幸代委員 奥田重信委員 

 井上悦子委員 村上康正委員 三木玲子委員 小形和正委員  

 欠席委員 森澤英一委員 竹本敏子委員 

 事 務 局 山本修三生活福祉部長 井上一幸社会福祉課課長 岡田俊彦副課長 

 説 明 員 井手俊郎さわやか健康課長 杉原勝由副課長 水田久哉係長 

 説明補助員 桧垣誠ジェイエムシー㈱保健業務部課長代理 

 

 議 事 録 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

井上委員 

 

事務局 

 

 

久保田委員 

 

あいさつ 

本日はご苦労様でございます。龍田委員の方が少し遅れるというご連絡を頂

いておりますので、間もなく定刻ということで始めさせていただきたいと思

います。 

委員の皆様には、何かとご多用の中、本日の保健福祉審議会に出席を賜り、

ありがとうございます。定刻がまいりましたので、只今より平成 23 年度第１

回太子町保健福祉審議会を開会いたします。 

本審議会はお手元に配布しております太子町保健福祉審議会委員名簿のとお

り 10 名の委員で構成されております。本日、10 名なのですけれども、森澤

委員とそれから竹本委員が本日欠席ということでご連絡を頂いておりますこ

とをご報告申し上げます。それともう１点ですけれども、森本正之委員と三

浦淳子委員が離任されておりまして、後任にまず婦人会のほうより井上悦子

委員を選出しております。 

 

よろしくお願いします。 

 

よろしくお願いします。それと次に社会福祉協議会のほうより選出というこ

とで久保田文章委員にお願いをしております。 

 

久保田です。よろしくお願いします。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

首藤町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よろしくお願いします。それでは本日、龍田委員がまだ来られておりません

けれども、７名、龍田委員をいれますと８名の出席をいただいております。

審議会条例第６条第２項の規定によりまして、委員の２分の１以上の方が出

席されておりますので、会議は成立しております。それでは、只今より審議

会を開会いたします。 本日の司会は社会福祉課岡田が務めさせていただき

ますので、よろしくお願いします。本日の審議会は、お手元に配付しており

ます次第に沿って進めさせていただきます。それでは、審議会の開会にあた

りまして、首藤町長よりご挨拶をいただきます。首藤町長よろしくお願いし

ます。 

 

あいさつ 

皆さんこんにちは。いよいよ今日は 12 月１日ということで、師走に入ってし

まいました。しまいましたというのも変ですか。今日も朝からたつの警察署

の方で年末警戒の発隊式に参列させていただいたところでございます。本当

に委員の皆様には何かとお忙しい中を太子町の保健福祉審議会にご出席を賜

りまして、誠にありがとうございます。また、平素は、町制施行 60 周年を迎

えております、太子町の保健福祉施策の推進をはじめ、町政各般にわたりま

して何かとご高配を賜っておりますこと、この場をお借りいたしまして厚く

御礼を申し上げます。ありがとうございます。そうした中で、やはり今年は

３月 11 日、東日本の大震災、また９月の台風 12 号、15 号によります各地の

甚大な被害が発生いたしたところでございますが、幸いにも本太子町におき

ましては、大きな被害は発生いたしておりません。しかし、今後もいざとい

う時に備えまして更に訓練等々重ねて万全な体制を作っていきたいとこのよ

うに考えております。 

そうした中、本日、皆様方にはご承知のとおり、平成 12 年４月から介護保険

制度が始まり、本年度末には 12 年が経過いたします。この間、年々高齢者や

要介護認定を受けられた方が増加いたしておりますが、制度につきましては

概ね順調に運営され、また町民の方々にも定着してきているものとこのよう

に考えるところでございます。 

そうした中、本年度は、平成 24 年度から 26 年度までの第６次老人福祉計画

及び第５期介護保険事業計画を策定する年となってございます。現在、政府

におきましては、介護保険制度の改正作業がなされておりますが、本町とい

たしましても、町民の皆様が、住みなれた地域で、健康で安心して暮らすこ

との出来るように、これまで以上に制度の適切な運営に努めていかなければ

ならないと、このように考えるところでございます。そのためにも、皆様方

の更なるご支援・ご協力のほどをよろしくお願い申し上げます。 

終わりになりますが、この審議では、委員の皆様方から忌憚のないご意見を

頂戴し、より良い計画を策定していく考えでおりますので、皆様方の積極的
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事務局 

 

 

 

龍田委員 

 

事務局 

 

福田委員 

 

事務局 

 

奥田委員 

 

事務局 

 

井上委員 

 

事務局 

 

久保田委員 

 

事務局 

 

小形委員 

 

事務局 

 

村上委員 

 

事務局 

 

三木委員 

 

事務局 

で活発な審議をお願い申し上げまして、開会にあたりましてのあいさつにか

えさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。それでは早速ですが委員の紹介をさせていただき

たいと思います。まず、有識者のほうからの選出ということで、龍田孝夫委

員でございます。 

 

龍田でございます。よろしくお願いします。 

 

教育委員会よりの選出で福田幸代委員でございます。 

 

福田です。よろしくお願いします。 

 

自治会よりの選出ということで、奥田重信委員でございます。 

 

奥田でございます。よろしくお願いします。 

 

婦人会よりの選出で井上悦子委員でございます。 

 

井上です。よろしくお願いいたします。 

 

社会福祉協議会よりの選出で久保田文章委員でございます。 

 

久保田です。よろしくお願いします。 

 

兵庫県職員で小形和正委員でございます。 

 

よろしくお願いいたします。 

 

老人クラブ連合会よりの選出で村上康正委員でございます。 

 

村上です。よろしくお願いします。 

 

民生委員児童委員協議会より選出の三木玲子委員でございます。 

 

よろしくお願いします。 

 

先ほども申し上げましたように、本日、有識者より選出の森澤英一委員と県
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三木委員 

 

 

全員 

 

事務局 

 

 

 

全員 

 

事務局 

 

 

 

久保田会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全員 

職員の竹本敏子委員が欠席ということでご報告をいただいておりますことを

紹介いたします。 

それでは引き続きまして、会長の選出に入らせていただきたいと思います。

平成 23 年５月 31 日付で、前会長の森本会長が離任されております。従いま

して、現在、会長が不在となっておりますので、選出をしていただきたいと

思います。選出の方法につきましては、審議会条例第５条第１項に「委員の

互選による」との規定がありますので、委員の皆様からご推薦をいただきた

いと思います。どなたかご推薦いただけませんでしょうか。 

 

推薦するというにはおこがましいのですが、久保田委員になっていただいて

はいかがでしょうか。 

 

異議なし 

 

ありがとうございます。それでは只今、久保田委員に会長就任をというご推

薦があり、皆様にご異存がないようですので、それでは拍手をもってご承認

いただきたいと思います。 

 

（委員拍手） 

 

ありがとうございました。委員全員の推薦によりまして、久保田委員が会長

に選出されました。それではここで、新会長よりごあいさつをいただきます。

久保田会長、よろしくお願いします。 

 

只今、皆さんからご推薦にあずかり、選出されました久保田でございます。

私、社会福祉協議会のほうの会長で今年の６月から引き受けるようになりま

して、その関係で選出されたのだと思っております。ただ、福祉関係の仕事

というものをあまりタッチしたことがございませんので、一から現在勉強し

ているところでございまして、このような重要なことができるかどうかちょ

っと心配なのですけれども、できる限りのことを頑張っていきたいと思いま

すので、皆様方のご支援をよろしくお願いいたします。これから特に、先ほ

ど町長も言われましたように老人福祉計画の６次、それから５期の介護保険

事業の計画を策定するという、見直して新しいものを作っていくというよう

なことで、健康で安全な住民が住んで喜ばれるような町を作るというような

形のものを求めて上げるには大変だと思いますけれども、できるだけ頑張っ

ていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

（委員拍手） 
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事務局 

 

 

 

 

 

町長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

町長 

 

 

 

久保田会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。それでは、式次第の方が議事録の署名委員の指名

ということが先になっておりますけれども、ここで諮問の方を先、いただき

まして、それから会長に委員長をお願いしまして審議を進めさせていただく

という形に段取りを変えたいと思いますのでよろしくお願いします。それで

は諮問の方お願いします。 

 

太健康第1671号 平成23年12月１日 太子町保健福祉審議会会長 久保田

文章様 町長首藤正弘 老人福祉計画第６次、第５期介護保険事業計画につ

いて諮問 

老人福祉法第20条の８第１項及び介護保険法第117号第１項の規定により策

定する次期老人福祉計画第６次、第５期介護保険事業計画について貴審議会

に諮問いたします。どうかよろしくお願いいたします。 

 

それでは、只今より審議に入らせていただきます。議長は、審議会条例第６

条第１項の規定に基づきまして、会長が議長を務めることとされております

ので、これからの議事進行につきましては、久保田会長にお願いいたします。

なお、町長は、ここで退出させていただきますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 

それでは諮問させていただきました。どうか慎重なるご審議を賜りまして、

良い計画が策定できますことをご祈念申し上げ、ここで退席させていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

 

それでは、只今より議長を務めさせていただきます。改めまして委員の皆様

には、よろしくご協力の程お願い申し上げます。 

ここで、審議に入る前に、審議会条例第５条第３項の規定に基づきまして、

会長職務の代理者として、龍田孝夫委員を議長より指名させていただきます。

よろしくお願いいたします。また、本日、審議会議事録の署名委員を審議会

規則第４条第２項の規定に基づきまして、議長より指名させていただきます。

署名委員は、井上悦子委員、村上康正委員にお願いします。よろしくお願い

いたします。 

それでは、只今、首藤町長より諮問がございました案件につきまして皆様で

審議をしていただきます。それでは本日の説明員につきまして、さわやか健

康課職員が行いますので、説明員として紹介させていただきます。井手課長

さん、杉原副課長さん、水田係長さん、また、説明補助員として、諮問いた

します両計画の策定業務を町から委託しておりますジェイエムシー株式会社

保健業務部の桧垣課長代理の出席を求めております。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久保田会長 

 

事務局 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

それでは、議案の「老人福祉計画（第６次）・第５期介護保険事業計画」につ

いて説明をお願いいたします。 

 

【資料説明】 

それでは座って説明のほうさせていただきます。諮問事項の「老人福祉計画

(第６次)及び第５期介護保険事業計画」についてご説明をいたします。今回

は、お示しできる計画の素案がまだ出来上がっておりませんので、計画の概

要について説明をさせていただく予定でおります。本日は、事前に配布させ

ていただいております３つの資料、ご確認いただきたいのですが、まず１つ

目が「老人福祉計画(第６次)及び第５期介護保険事業計画」の策定について、

という資料、そして２つ目が介護保険サービスの現状について、という資料、

そして３つ目が日常生活圏域ニーズ調査結果について、この３つの資料を分

けて説明させていただきます。 

それでは最初に、私の方から「老人福祉計画(第６次)及び第５期介護保険事

業計画」の策定についての説明のほうをさせていただきます。今日、追加で

１枚ものの資料、３ページ４ページというものをお付けしていると思います

が、これ実は３ページの枠組みの中の一番下、６番に介護保険料の上昇緩和

で、一部見にくい部分が入っております。後で気が付きまして申し訳ござい

ませんが、この差し替えという意味で追加の資料、付け足しております。そ

れでは策定についての説明を始めさせていただきます。 

（資料説明） 

これで私の方からの「老人福祉計画(第６次)及び第５期介護保険事業計画」

の策定についての説明のほう終わらせていただきます。質疑につきましては、

全ての資料説明が終わりましたら一括してお受けしたいと思いますので、議

長、それでよろしいでしょうか。 

 

はい、一括して。 

 

それでは次の資料、介護保険サービスの現状についての説明を私共介護保険

係長の水田のほうよりご説明いたします。 

 

【資料説明】 

それでは、介護保険サービスの現状ということで、続きましてお手元の資料

に基づきまして説明をさせていただきます。 

（資料説明） 

以上で介護保険サービスの現状についてということで、説明を終わらせてい

ただきます。 
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事務局 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

久保田会長 

 

 

 

 

小形委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久保田会長 

 

事務局 

 

 

 

 

それでは最後になります、資料でございます。日常生活圏域ニーズ調査、こ

れの調査結果（抜粋）でございます。こちらのほうの説明を私共の杉原副課

長のほうから申し上げます。 

 

【資料説明】 

それではご説明させていただきます。 

（資料説明） 

以上でございます。 

 

ご苦労様でした。只今、説明員の方から３つの資料につきまして説明が終わ

りましたので、質疑なり、ご意見という形でお伺いしますので、質問なり意

見を言われる時にはお名前を言っていただいてからお話してください。誰か

らでもけっこうですので、何かご意見なりご質問はございませんか。 

 

よろしいですか。小形といいます。２番目の介護保険サービスの現状で、２

点ほどお伺いします。この資料の 13 ページ、第５期計画期間におけるサービ

ス整備に関する考え方ということで上がっていますが、施設居住系サービス

の中に、例えば今、太子町の中で、こういった介護老人福祉施設であるとか、

老健施設であるとか、そういった所に入りたくて待っておられる方というの

は、かなりおられるのでしょうか。これを見ますと、増設、増床の計画があ

るようですが、今の現状というか、そういう状況はどうなのでしょうか。そ

れと併せて、事業所の新設が計画されていますが、こういうのは具体的に既

に話としてあるのでしょうか。それともう１点だけすみません。これまた、

ちょっとコロッと変わるのですけれど、町内に２ヶ所老人の専門のアパート

のような建物ができています。最近通りかかって見たのですが、ああいう施

設は例えばこういう施設系ではないのでしょうか。ああいうのが例えば町内

に、非常に大規模な入所定員が入られたら、普通のアパートみたいな形で入

ってこられたら、太子町における介護保険の財政を、そういうものがポンポ

ンできたら圧迫する、財政を苦しめるような事にはならないのですかという

事をお伺いしたいと思います。 

 

３点の質問がありましたのですが、事務局のほうでご回答お願いします。 

 

まず、特別養護老人ホームの待機者でございますけれども、今年の６月１日

現在の数値になってしまうのですけれども、太子町で 166 名ございます。そ

の内、３区分、必要度と言いますか、それによって重度、中度、軽度いうよ

うな感じで３区分に分かれておりまして、いわゆる必要性が高い方が 166 名

のうち 38 名、必要が比較的低い方というのが 87 名、どちらかというと、必
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久保田会長 

 

村上委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要性が乏しいと言いますか、軽度の方についてが 41 名ということになってお

ります。 

 

それでは２つ目の施設居住系サービスの資料の中身につきまして、今小形委

員からご質問がありました、増床等の具体的な計画はあるのかというご質問

でしたが、既にこの辺はかなり確実な情報に基づいて、まだ確定ではないの

ですけれども、現在それぞれその辺を詰めながら進めておりますので、現在

の中では一番確実な数字を掲載しております。それともう１点、老人専門ア

パートの件ですが、あれは居宅系の介護サービス施設とは、私共は見ており

ませんので、あくまで賃貸住宅の延長というふうな認識でおります。ただあ

の辺にけっこう介護サービス付きというような形で、今かなり入居者を募集

されておりますので、当然元気で介護サービスを全く受けておられない方も

いらっしゃいますが、やはり中には介護サービスを受けておられる方もいら

っしゃいます。当然、こういう方々が、それが出来ることによってそっちへ

流れるのか、もしなければ、そしたらどういうサービスを使っているのか、

この辺は非常に難しい問題がございますが、ただ必要性の低い人が流れ込ん

で敢えて使っているという、そういう傾向がひょっとしてあるのか、という

ふうな認識をしておりますけれども、ただ具体的な数字で示すのはなかなか

難しいところがあると思います。以上でございます。 

 

他に何かご意見ございませんか。 

 

村上です。この今日の話を聞いて、介護とか福祉の問題で、施設のほうにあ

る程度スタンスを置く、置くということは必要なのですけれども、健康とい

うのは、本来、健康を維持していくほうによって、こういう負担が減るとい

うふうな考え方を、一方では私はできると思うのです。その為に、この前、

国ですか、住みやすいとか、そういう地域が一回出ました。長野県とか富山

県とか福井県とか。これは働く場所も含めてですけれども、ただ健康という

ことに対してもう少し行政のほうで、例えば最近になると健康体操とか、そ

ういうものもわりあい人も増えていく傾向もありますし、女性の方の参加の

方が多いらしいのですけれども、男性をどういうふうに取り込んでいく施策

をちょっと考えていただくことによって、私はすごく違った面が出てくると

思っているのです。人間はある程度、生きがいというふうなものを、私は老

人会の関係で最近は地域で、そういう婦人会とか老人会とかいうものは減少

傾向に若干あるのです、正直な話。これは参加していく場所が無かったら、

どうしても家にいるしかしょうがないというふうな形になりますので。そう

いうふうな面を見ても、行政のほうで少しカバーしていく何か施策を、して

いただくことによって、私はここにかかる費用を少しでも減らすことができ
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るということは、健康な人にこういう部分はやはり費用的に減ると思ってい

るのです。そういうふうなことの計画を、これ確かになった人の施設は必要

だと思います。しかし、なる前に何かできませんかという。最近、子供さん

の夏休みになるとずっとあるラジオ体操も７月いっぱいで終わる所もあると

聞きます。健康なんてあまり考えていないと。子供ですからよろしいけれど、

これ大人もけっこう参加していた地域もよくあるらしいのです。だから、こ

れは今の子供のラジオ体操はちょっと違うかもしれませんけれども、行政を

あげて健康を推進する為に、何かいっぺん考えていただくと。太子町は言葉

は確かに住み良く、明るく、健康でとかと言っているのですけれども、一番

肝心なところになると、どうもその辺にはあまり力が入っていないように思

うので、少し太子町は健康の町を売り物にしてでもやるのだったら、私はそ

ういうことも考えてほしいなということを、ちょっと気の付いた感じです。

 

これはご意見ですので、回答のほうは十分なくても、今後検討をしてもらい

たい。 

 

参考程度にお話させていただきたいと思います。平成 18 年度に介護保険法の

改正がございまして、その際に介護予防というものが新たに重要視されてお

ります。介護予防というのは一般的に少し体が虚弱になられた方がするのか

なというイメージもございますが、今仰られるように、健康な方が健康増進

という意味も含めて運動していただくというものを、今展開しております。

ただ、やはりキャパシティの問題とかございますので、皆さん全員が参加で

きるかというとそうでもないのですが、今地域、例えば龍田公民館、太田公

民館のほうで行なっておりまして、確かに仰られるように女性の方が非常に

多ございます。ちょっと注目しておりますのは、龍田地域において、実は男

性の方がお互いに声を掛け合って、少しずつ男性の方が増えているのです。

そういう傾向が全町的に広がればいいとは思うのですが、今若干、そこら辺

もどのようにしていったらいいのか、コツをちょっと今調べているという最

中でございます。もう１点、出前講座等で私共、運動について各自治会等廻

ったりもするのですが、やはりどうしても男性と女性が、座る位置にしても、

はっきり分かれてしまうのです。会話があるかというとなかなか無いのです。

そこをいかに和やかに融合していただくかというのも、いろんな工夫もして

おりまして、まだまだこれから勉強していかなければならないなと思ってい

る最中でございます。以上です。 

 

両方のほうなので、できるだけ行政がその辺うまくされているのだと思いま

すけれども、現状はなかなか男性が出る機会が少ないように思います。です

から、何かそれを引っ張り出すような方法、仕組みなりを作ってもらったほ
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うがいいとは思いますけれども、その辺また検討をよろしくお願いいたしま

す。村上さんそれでよろしいですか。 

 

はい。 

 

他に何かご意見ございませんか。 

無いようですので、今日はそういう現状とかこういう概略の説明とか、そう

いう説明をしてもらって勉強させてもらったということでございますので、

今回につきましては、継続審議ということでまた新たな今日の説明を聞きな

がら、帰っていただいて勉強なりしていただいて、ある程度次の機会にはま

とめて。いくつか次回は、案ができるのですか。 

 

次回、２回目、先ほど申しました１月の中旬くらいまでに考えていますので、

その時には、介護保険料を含めた素案をいうのをお出しする予定にしており

ますので。 

 

素案ができないと、その内容を審議することがなかなかできないと思います

ので。 

 

これは今現在の計画でございます。これの次の素案を、けっこうボリューム

がありますけれども、お出しする予定にしておりますのでよろしくお願いし

ます。 

 

今日の説明を聞いて、審議をそのまま続けていくという形でしたいと思いま

す。それでは、いちおう本日の予定しておりました案件が終了したというこ

とで、長時間に渡りましてありがとうございました。特に、円滑な運営にご

協力を賜りまして、なんとか１時間半なのですけれども、無事に終わらせて

いただくことになりました。帰りには十分気を付けて帰っていただきたいと

思います。本日はどうもありがとうございました。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 






